
 

第８期相談支援部会の活動計画 

１ 目的 

基幹相談支援センターが、地域の相談支援事業所や医療機関等、様々な関係機関と

連携し、地域の相談支援体制を強化する取組の検討を行う会議体として、「相談支

援部会」を設置する。 

２ 主な協議事項 

（１）地域生活支援拠点等の緊急時の相談・受入体制の整備・充実 

    ・地域生活支援拠点等において、緊急時の相談や受入体制について、医療機関と 

     の連携も含め、地域全体で支援する協力体制の構築について検討します。 

（２）基幹相談支援センターの機能強化 

    ・基幹相談支援センターを軸として、高齢化や障がいの重度化や「親亡き後」を

見据え、居住支援のための機能（相談、体験の場、専門的人材の確保・養成、地

域の体制づくり）を、様々な地域資源の活用などにより整備し、障がいのある方

の生活を地域全体で支えるサービス提供体制の構築について検討します。 

（３）障がいの特性に応じた相談と関係機関への円滑な接続ができる体制の検討・

整備 

    ・基幹相談支援センターにおいて、様々なニーズに対応できるサービス提供体

制の確保、地域の社会資源の連携体制の構築を行う方策について検討します。 

 

３ 委員構成 

１ 医療関係者 ５ 障がい者相談員 

２ 相談支援事業者 ６ 
基幹相談支援センター 

（板橋区立障がい者福祉センター） 

３ 民生児童委員 ７ 板橋区障がい関係所管課 

４ 障がい当事者等 
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４ スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※令和４年度においても、年 3回程度 

   ※一回当たりの時間は２時間程度 

R3.4 R4.3 R4.4 

相談支援 
部会 

第１回
9/10 

第２回 12
月頃 第１回 

協議会 第１回 6/21 第２回 9/27 第３回 1/31 第１回 

・協議事項確認、検討 
・情報収集、共有  等 

・協議事項まとめ 
・次年度課題設定 等 

第 3回 2
月頃 


